
弘前市附属機関設置条例 

平成26年３月20日 

弘前市条例第２号 

    

改正 平成26年６月30日弘前市条例第31号 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に規定する附属機関の設置につ

いては、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定める

ところによる。 

（設置） 

第２条 市に附属機関を設置し、その名称、担任する事務、委員の構成、定数及び任期は、別表

のとおりとする。 

（委員の委嘱等） 

第３条 委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のうちから市長（教育委員会に設置する附属機

関にあっては教育委員会）が委嘱又は任命する。 

（職務権限） 

第４条 別表に掲げる附属機関は、同表の担任する事務の欄にそれぞれ定める事務について調停、

審査、審議又は調査等を行う。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営等に関し必要な事項は、市規則及び教育

委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（弘前市情報公開・個人情報保護審査会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(１) 弘前市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成18年弘前市条例第21号） 

 

～ 省略 ～ 

 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に設置されている機関は、この条例により設置された機関となり、同

一性を持って存続するものとする。 

４ この条例の施行の際現に委員に委嘱又は任命されている者は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）に第３条の規定により委員に委嘱又は任命された者とみなす。この場合にお

いて、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員の任期は、別表の規定にかかわらず、施

行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。 

附 則（平成26年６月30日弘前市条例第31号） 



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部改正） 

２ 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例（平成18年弘前市条例第36号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

１ 市長の附属機関      

名称 担任する事務 委員の構成 定数 任期 

弘前市総合計画

審議会 

総合計画の策定及び

変更等に関するこ

と。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 公共的団体等の推

薦を受けた者 

(３) 公募による市民 

20人以内 ４年 

弘前市市民評価

会議 

アクションプランの

７つの約束及び個別

施策の達成状況の評

価等に関すること。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 各種団体を代表す

る者 

(３) 公募による市民 

８人以内 委嘱の日か

ら翌年度の

末日まで 

 

～ 省略 ～ 



弘前市市民評価会議運営規則 

 

平成26年３月20日 

弘前市規則第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、弘前市附属機関設置条例（平成26年弘前市条例第２号）第５条の規定に基

づき、弘前市市民評価会議（以下「評価会議」という。）の運営に関して必要な事項を定める

ものとする。 

（委員） 

第２条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長等） 

第３条 評価会議に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 評価会議の会議は、委員長が招集する。 

２ 評価会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 評価会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、評価会議の会議に委員以外の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 評価会議の庶務は、経営戦略部行政経営課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、評価会議の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に評価会議の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれこの規則

の施行の日に、第３条第２項の規定により評価会議の委員長及び副委員長として選出されたも

のとみなす。 

（最初の会議の招集） 

３ 第４条第１項の規定にかかわらず、最初の評価会議の会議は、市長が招集する。 


